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〔Ⅰ〕は じ め に

昨年度研究発表の､現状分析､業務分析により､歯科治衆補助及び口腔衛生業務は､歯科衛生

士が､口月至外科介助業務は看護婦が当 ることが望ま しV,とい う結論であったO

今回は看護サ- ビス向上をはかる為､職種の性格を理解すると共に､業務整理を行ない､尋問

的役割を生かした業務分担を実行し､歯科口底外科列宋看罰の方向づけな再確認できたように思

う｡

〔Ⅱ 〕 歯科口庭外科の特殊性 (資料 1)

1 診療は歯科医師により行なわれ､医原に関する規則は､歯科医師法による｡

2 歯科医師､歯科技工士､歯科衛生士､看護婦等､独立した戟種の集ま りによ9､診環チー

ムが編成されている.

5 治環台､治原椅子等､独特なものが使用されている｡

4 恩者装着用製作物に用いる特殊材料､薬剤､器具の種類が多い.

5 歯牙及びその周囲組紋に発生するあらゆる深意や問題を扱 うO (保存､補綴､矯正､′ト児

歯科､ ロ艦外科､予防歯科 )

6 口腔円治療野は､完全無菌を保ち難い場所である.

7 外釆-の通院治原の患者が多い.

8 歯科は､国民全体が治投を受け る可能性をもつ ものである.

9 歯 を餐祝す る風潮があり､か くれた全身疾患､又は､特異捧質との関連性に気づかずにtn

ることが多い.

10 疾病出現部位 (視野 )が限 られてお り､処置時に､重篤な場合を想定した見方に甘 くなる

傾向がある｡

資料5 法 律 の 相 違及 び 共 通 点

歯 科 衛 生 士 法 抜 畢 (825.7.10 保健婦､助産婦､看護婦法技等

法第 209号 ) (S25.7.50法第 205

号 )第 2条 第

1葦 総 則この法律VE於て ｢歯科衛生士とは､都道

府 第 5条県知事C1)免許を受けて､歯科医師 (歯科医原 この法律にかV,て ｢看

護婦｣とは､厚生をなすことCL)できる医師を含む )の直接の指 大臣の免許を受けて､傷病者



導の下に､歯牙及びロ庄疾恩の予防処置とし

て､左に掲げる行為を行なうことを業とする

女子 をいうO

(11 歯牙蕗出面及び正常在菌 ぐさの遊離緑

下の附着物及び沈縄物を､坂城的操作に

よって除去す ること｡

(2)歯牙及び口隆に対して薬物を塗布する

こと｡

2.

歯科衛生士は､保､助､看法第51条第 1項

及び第52条の規定にかかわらず､歯科診尿

の補助をなすことを業 とすることができる｡

第 15条

歯科衛生士でなけTLは第2条第 1萌に規定す

る業 をしてはならない｡但し､歯科医師法

(825.法 202号 )の規定に基いてなす場

合はこの限 りでない｡

よく.婦に対する産着上の世話又は､診発の補

助をなすことを業 とする女子 をい う.

第 51条

看護婦でなければ第5条に規定する美 をして

はならたいO但し､医師法又は､歯科医師法

の規定に基いてなす場合はこの限 りでは夜ho

資料 2 専門学校に於ける教科内容比戟 (時間数 )

看 護 学 校 歯 科 衛 生 士 学

校指 定 基 準 i信大看学 指 定 基 準 長 野(-年別 ) 束医歯

大(二年制)物 理 学 50 50 ∠ゝ 205040美術 15音楽 15150

5248120

52 i化 学

50 50生 物 学

50 50統 計 学 50 50 20社 会 学 50 50

∠ゝ∠ゝ芸等詔

65)100心 理 学

50 50教 育 学 50 50外 国 語 120 150

体 育医 学 概 論 6015 60匡l

語 50音



甘 廿

別表 ( )は芙習時間数

看 護 学 校 歯 科 衛 生 士 学 校

看 護 学 円 訳 指 定 基 準 信 大 看 学 歯科臨床概論及び歯科診衆円 訳 東医歯大附属

(二年別 )看 護 概 論 60 85

臨 床 概 論 52〝 技 術 90 (90)

165 医 療 管 理 学 52総 合 実 習 (120) (128) 歯 牙 解 剖 52

成 人 看 護 概 論 50 50

〝 調 剤 48〝 保 健 60 50 歯 科 材 料 64円 科 疾 患 と看 護 155 (455) 140 (260)

〝 診 断 56精 神 科 〝 50 (90) 45 (90

) 予 防 歯 科 64外 科 〝 90 (550)

105 (290) 矯 正 52整 形外 科 . 〟 45 (90) 55 (90) 補 綴 52

皮 膚 科 〝 1155) (45) 50 (90) 保 存 96泌 尿 器 科 〝 50 (90)

小 児 歯 科 52婦 人 科 〝 50 (45)

50 (90)口 歴 外 科 52眼 科 〝 15

50 (90) 放 射 線 52耳 鼻 科 〝 15ト (90) 50 (90) 麻 酔

16歯 科 〝 15 (45) 50 (50) 教 育 実 技 98放 射 線 科 〝 50 ■(60) 臨 床 険 査 52保 健 所 実

習 (45) 精 神 衛 生 24･J､児

看 護 概 論 15 15 保 健 事 務基 礎 実 習 16(158)小 児 保 健小 児 沃 恩 と看 護 ;



〔Ⅲ〕職種による業務分迎

特殊性の2の中で､歯科衛生士と看護婦は外見上非常に似た分野を受け持ってはいるが､資料

2(専門学校に於け る教育円容比較 )､資料 5(法律の相違及び共通点 )で示 される適 9､教育

過程の円容が歯科診原補助及びロ溢衛生業務が中心に組まれている歯科衛生士学校と､恩者援助

を中心に､総合的看護が組まれている看護学校 との間に相違があり､歯科疾恩及び看護法を､医

掠全体の一分野としている看註婦教育の中で､歯科独特の器材の扱い方を学習す る時間数が比戟

できる｡

こ0)ように､教育過程からみて､専門分野の違いがはっきりしてい る.恩者のニー ド0)うけと

め方が看護婦､衛生士 と分担 し看護婦に対す るニー ドの大 きい患者と､衛生士に対す るニー ドの

大きい恩者とがあるので性ないか､自分達の仕等 もそれに合せて分担､援助を見出し､よ9滴足

を得 るのではないか.研究会を閃き､当科o)歴史､特殊性を基碇にそれぞれが､専門を生かし､

患者とよりよい人間関係が保 もてるよう､資料 4に示すよう､業務分担を行なったO

資料 4 業 務 分･担 表

人員 着意婦長 1 看護婦 1 歯科衛生士5

歯 科 衛 生 士 共 同 p看 護

婦-放列釆診投介助 常用坂城器具整備消毒メッセンジャー業務

受付薬物塗布 報告物 (日

報､ 日計他 )歯石除去

台帳類整理､管理刷掃指導 (中材､磨工

､洗濯他 ) 物品管理歯科治投台及び椅子の整備 洗

濯 レン トゲンフイルム管理･管理歯科治庶器材整備 汚

物缶の始末 手術扱材

の整備､管理清掃 外究手術介助

衛生材料の蒔く扱V, 入院思者拾虎介助〝 常用品

管理 その他雑用 ,=%関節疾患々者診庶介助口溢衛生嗣品管理 採血及 び簡単夜陰査険査介助

入院思考



〔Ⅳ〕 業務分担の実際

資料 5 (菜務分担にもとづ く具体的な実施事項 )

1 診庶介助ユニット受持制

通常診療日(火 .水 .金 ) 手術 日(月 一木 )(士

)歯 科 衛 生 士 A 1. 2. 5. 番ユニット受持 )口屋衛生業務 (月
を除く)B 4

. 5. 6. uC看 護 婦 アリ- (診最室の絶間 .消毒 .メッセyジャー業務 )7番ユニット受持 .険査 .入院関係 フリー外釆手術介助 (士を除 く)

看 讃 婦 長 受付 .管理附 歯科衛生士A.I!.C

.は受持を2週間で交代on

Cの業務は一部看護婦が兼任o診療ユニ ットをできるだけ離れないことを目的として計画し

､火水金の診療には､この受持制を実施｡月末が手術日と定められてお り､中央手術部にて､入

院恩者の手術施行｡歯科口隆外科の特徴として､外釆手術件数も多 く､ (50年度手術施行件数200

例中 124例が外実技ho)看護婦は､その介助に当り､歯科衛生士は､木曜日と､病室総

回診が行われている土曜日の~定時間を､口贋衛生指導 日として､お互いに専門分野を生かせる場として

いる02 列釆手術業務の確立外来手術の必要性､思考の安全､現人員での業務量､医師との連結を考慮し､基準作成中

である〇五 備品の配置替え勤務者の動線が最少隈にとどめられるよう､なお､同一業務目的に使用さ

れるものを一個所に収

納した｡4, 診鎮器具のセット診療介助中､医師の要求に迅速に対応で きるよう､治放円容に添ったセットを作り､

決った場所に置 くこ

とにした｡5. 受付業務の垂践診原開始前に､予約恩者のカルテを出してお く. 診安中事務

処理に要する時間が少なく､その分思考との接触が多くもてるO又､カルテ円容把撞により､診授介助業務が計画的に出実る.

6. 朝のチームガン77レyヌ



診衆開始前､受持別に自分の業務 を確認すると共に､全体の勤務計画を知 り､問題点を話し合

う｡ この観会に各種の伝達事項を発表 し､チームの意志の疎通 を虹かる0

7, 日程 週間予定 月間予定の明示

日常業務を整理 し､仕毒に リズムをもたせ常に新鮮さを矢をわせないこと､又､表示を指さし､

確認す ることにより､マンネリ化防止に務めるo

a 指示伝票の実施

医師か ら伝票にて指示され る｡記録することにより､恩者援助0)方法が具体的につかめると共

に､指示の徹底､恩者の安全､業務の正確さ､計画的業務処理等､利点が多く続行中である.な

お より完全夜 も0)にす る為､険討中である.

?. 入院患者処置表

入院患者の状態の把握のため､一覧表を作 り､入退院処置施行等記録することにより､忍者の

状況が明確となる.又黒板に 1ケ月分の予定表を作り､スタッフの誰 もが入院患者状況を把提出

実 るように工夫したO

以上 具体的 に実施 し､ 50年 4月､業務分担を計画し､能率化をめざした.備品の配置､用

具の整備等合せて行ない､4月 18日､ユニット受持別を開始 した.

折 々に反省を加え､敬種6)違いから釆 る業務円容解釈の違いをさけるため､又､経験による仕

等-の惰性を防 ぐ為､険討する.例えば消毒薬の泊匿を表示 して意志統一 をはかることにした.

自分達の責任分野がはっきりして くると､意見を交換 し､問題点を深 く掴り下げることが出米､

責任をもった王張 も出釆るようになって きたO

毎朝のカン7 7 レンス､週一回の業務研究会､又､医局､技工重なも含めた歯科口肱外科全員

で､集談会で険討し､記録する習慣の重要性を再確認す る｡

〔Ⅴ〕評価及び考察

資料 6 (業務分担実施に対する評価 )

1. ユニット受持別により､継続した診庶介助ができる.

2. 受イ寸業務の軽減､伝票開始により､恩者と接触する協会が多くもてる.

5. 手術介助業務を一貫して行な うことにより､患者とのコミュニケイションが保てる｡

4.職種相互の認識を深めることがで き､職種別の主張ができることになつ兜o

5.専門性 を生かすことができ､責任がもて､自分達の満足感が得られた0

6.業者分担に苅する苦情は､医師側からも聞かされていない.

昨年度発表の業務分析に続 く今回の業務分担実施に対する評価は､以上VCとど怠るが､診於補

助面､設備面､時間の配分等､まだ工夫の余地があ9､業務を能率的に行なうことによ9､恩者

との接点を多くもっことができ､より安全のため援助しなければならないO 自分達CL)歩む道は自

分達の手で努力してい くことが専門職 としての位置づけにつながると思 う.

終 りにあた り､この発表に際し､快 く御協力下さいました当科粂談会の皆様に感謝いたします｡
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